


【国保】 
 

D-198 超音波検査（断層撮影法）（関節リウマチ）（回数） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、関節リウマチに対する超音波検査（断層撮影法）は、急性

期及び症状の変化（急性増悪）時を除き、3か月に 1回まで算定が認めら

れる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 超音波検査（断層撮影法）は関節リウマチに伴う滑膜炎の状態をみるた

めに行うものであり、通常は頻回に行う必要性はなく、3 か月に 1回まで

の算定が妥当であると整理した。ただし、急性期及び症状の変化（急性増

悪）が判断できればその限りではない。 

 


